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救
済
命
令
を
め
ぐ
る
問
題

不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
い
て
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
が
知
伺
に
関
連
し
て
い
る
か
。
こ
の
問
題
は
、
救
済
命
令
の
基
本
的
在
り
方
知

何
が
提
起
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
上
正
面
か
ら
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
中
間
収
入
を
控
除

す
べ
き
か
否
か
が
争
わ
れ
た
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
(
昭
和
五
二
・
二
・
二
三
最
大
判
判
例
時
報
八
四

O
l
二
八
)
及
び
あ
け
ぽ
の
タ
ク

シ
ー
事
件
(
昭
和
六
二
・
四
・
二
最
一
小
判
判
例
時
報
一
二
四
三
|
三
ヱ
ハ
)
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
に
対
す

る
救
済
に
つ
い
て
は
、
被
解
雇
者
に
対
す
る
経
済
的
被
害
と
と
も
に
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
を
も
考
慮
し
て
、
そ
の
内
容
を
決
定
す

べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
利
益
の
二
面
性
を
明
ら
か
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、



両
者
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
資
格
喪
失
者
に
対
す
る
救
済
利
益
の

在
り
方
が
問
わ
れ
た
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
高
裁
判
決
(
昭
和
六
一
・
六
・
一

O
最
三
小
判
労
働
法
律
旬
報
一
一
四
七
l
六
七
)

に
よ
っ
て
、
概
略
以
下
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
た
。
組
合
は
、
賃
金
カ
ッ
ト
に
対
す
る
救
済
に
つ
き
固
有
の
救
済
利
益
を
有
す
る
の
で
、

た
と
え
組
合
員
が
組
合
員
資
格
を
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
右
組
合
員
の
積
極
的
な
反
対
の
意
思
表
示
が
な
い
か
ぎ
り
、
雇
用
関
係
上
の
権
利

利
益
を
回
復
す
る
救
済
を
求
め
る
事
が
で
き
る
、
と
。
両
者
の
関
連
性
に
つ
き
、
救
済
命
令
の
型
に
応
じ
た
処
理
方
法
が
示
唆
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ
の
最
高
裁
判
決
の
内
容
、
問
題
点
及
び
関
連
性
を
中
心
に
、
救
済
命
令
に
お
け
る
組
合
と
組
合
員

の
利
益
の
調
整
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

(
1
)
こ
れ
ら
の
判
決
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
判
例
評
釈
の
形
で
私
見
を
発
表
し
て
い
る
。
判
例
評
論
二
二
一
号
(
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
)
、

労
働
法
律
旬
報
一
一
五
一
号
(
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
)
、
判
例
評
論
三
四
八
号
(
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
)
。

(1) 

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
と
中
間
収
入

A 

裁
判
例
の
動
向

組合申立の法構造仁)

不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
に
対
す
る
主
要
な
救
済
と
し
て
、
通
常
、
原
職
復
帰
と
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
パ
ッ
ク
・
ペ
イ

命
令
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
、
中
間
収
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
控
除
す
べ
き
か
が
争
わ
れ
て
い
た
。

最
高
裁
は
、
在
日
米
軍
調
達
部
事
件
(
昭
和
三
七
・
九
・
一
八
最
三
小
判
民
集
二
ハ
l
九
!
一
九
八
五
)
に
お
い
て
、
原
則
的
に
中
間
収
入

を
控
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
し
か
し
、
労
働
委
員
会
実
務
は
必
ず
し
も
こ
の
判
断
に
従
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
高
裁

北法39(1・77)77



説

は
、
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
に
お
い
て
判
例
を
変
更
し
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
に
対
す
る
救
済
に
つ
き
概
略
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
す

に
い
た
っ
た
。

論

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
と
原
職
復
帰
は
、
「
被
解
雇
者
に
対
す
る
侵
害
一
口
に
基
づ
く
個
人
的
被
害
を
救
済
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

あ
わ
せ
て
、
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
の
面
を
も
考
慮
し
」
て
決
定
さ
れ
た
必
要
な
措
置
で
あ
る
。

伸
被
解
雇
者
個
人
の
経
済
的
被
害
の
面
に
つ
い
て
は
、
中
間
収
入
の
不
控
除
は
、
実
害
の
回
復
以
上
の
も
の
を
使
用
者
に
要
求
す
る
も

の
と
し
て
、
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
中
間
収
入
を
も
た
ら
し
た
労
務
が
従
前
の
そ
れ
に
比
し
て
よ
り
重
い
精
神
的
、
肉
体
的

負
担
を
伴
う
場
合
は
別
で
あ
る
。

付
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
は
、
当
該
解
雇
に
よ
り
労
働
者
ら
の
組
合
活
動
意
思
が
萎
縮
し
、
そ
れ
に
対
す
る
制
約
的
効
果
が
及

ぶ
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
約
的
効
果
は
、
当
該
労
働
者
が
解
雇
に
よ
っ
て
現
実
に
受
け
る
打
撃
の
軽
重
(
具
体
的
に
は
、

再
就
職
の
難
易
、
就
職
先
に
お
け
る
労
務
の
性
質
・
内
容
・
賃
金
額
)
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
。

判
本
件
に
お
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
ロ
の
面
に
つ
い
て
は
控
除
を
必
要
と
す
る
。
ハ
の
側
面
に
つ
い
て
も
「
運
転
手
の
雇
用
状
況
、
特

に
同
業
他
社
へ
の
転
職
が
比
較
的
頻
繁
か
つ
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
等
」
か
ら
不
控
除
は
合
理
性
を
欠
く
。
従
っ
て
、
本
件
不
控
除
措
置
は
、

裁
量
権
の
限
度
を
越
え
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
。

(イ)こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
少
数
意
見
は
、
「
使
用
者
の
事
業
所
に
お
け
る
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
の
面
に
着
目
し
て
一
元
的
・
統
一

的
に
」
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
問
題
を
捉
え
る
べ
き
と
し
て
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
を
重
視
し
た
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
被
解
雇
者
の
個
人
的
な

経
済
的
被
害
の
救
済
の
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
に
反
対
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
下
級
審
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
控
除
措
置
の

当
否
を
考
え
る
多
数
意
見
を
踏
襲
し
、
そ
れ
が
判
例
理
論
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
後
の
裁
判
例
は
、
具
体
的
に
次
の
二
点
に
つ
き
判
断
を
求
め
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
中
間
収
入
を
も
た
ら
し
た

つ
ま
り
、

北法39(1・78)78



組合申立の法構造(二)

労
務
負
担
の
程
度
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
当
該
解
雇
に
よ
る
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
の
程
度
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
両
者
に
つ
き
種
々

の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
相
異
な
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー

事
件
最
判
の
読
み
方
の
相
違
に
「
一
応
L

由
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
第
一
は
、
再
就
職
の
容
易
さ
等
か
ら
組
合
活
動
へ
の
侵
害
の
程
度

を
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
京
都
淡
路
交
通
事
件
(
昭
和
五
二
・
五
・
二
最
二
小
判
労
働
判
例
二
七
七
|
三
五
)
で
は
、

寸
当
時
の
自
動
車
運
転
手
の
雇
用
状
況
、
特
に
他
社
へ
の
転
職
が
比
較
的
頻
繁
か
つ
容
易
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
、
不
控
除
措
置

が
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
鳩
最
判
に
最
も
忠
実
な
見
解
と
言
え
よ
う
。
第
二
は
、
組
合
活
動
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
自
体
を
独
自
に
考

慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
福
岡
高
裁
判
決
(
昭
和
五
九
・
三
・
八
労
民
集
三
五
二
1

七
九
、

一
審
も
同
旨
昭
和
五
六
・
三
・
コ
ご
福
岡
地
判
判
例
時
報
一

O
O二
|
一
一
一
一
)
は
、
「
現
に
参
加
人
組
合
は
本
件
解
雇
を
契
機
と
し
て
組

合
員
の
大
量
脱
退
、
退
社
等
が
相
次
ぎ
、
参
加
人
組
合
は
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
て
お
り
、
参
加
人
組
合
員
の
組
合
活
動
意
思
に
対
す
る
制
約

的
効
果
が
軽
少
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
」
と
の
理
由
か
ら
、
全
額
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
は
裁
量
の
範
囲
内
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

労
働
委
員
会
実
務
が
採
用
し
た
見
解
で
も
あ
っ
た
。

以
上
の
対
立
に
一
応
の
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
(
昭
和
六
二
・
四
・
二
最
一
小
判
判
例
時
報
一
二
四
三

|
二
工
ハ
)
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
概
略
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
、
前
述
の
あ
け
ぽ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
福
岡

高
裁
判
決
を
破
棄
す
る
に
至
っ
た
。
寸
原
判
決
は
、
本
件
解
雇
が
他
の
組
合
役
員
に
対
す
る
出
勤
停
止
の
懲
戒
処
分
と
共
に
参
加
人
組
合
に
対

し
打
撃
を
加
え
る
目
的
の
下
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
の
事
情
を
も
っ
て
参
加
人
組
合
員
の
組
合
活
動
意
思
に
対
す
る
制
約
的
効
果
が
軽
少
で

あ
っ
た
と
は
い
い
難
い
場
合
で
あ
る
旨
判
示
す
る
が
、
パ
ッ
ク
ペ
イ
命
令
に
お
け
る
中
間
収
入
控
除
の
要
否
及
び
そ
の
金
額
を
決
定
す
る
に

当
り
、
当
該
解
雇
の
組
合
活
動
一
般
に
対
し
て
与
え
る
侵
害
の
面
と
し
て
右
の
よ
う
な
解
雇
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
前
示
の
観

点
か
ら
み
て
妥
当
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

北法39(1・79)79



説

こ
の
前
示
の
観
点
と
は
、
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
の
前
述
の
伺
の
部
分
に
他
な
ら
ず
、
組
合
活
動
に
対
す
る
制
約
的
効
果
も
「
解
雇

に
よ
る
被
解
雇
者
の
打
撃
」
の
軽
重
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
完
全
に
否
定
さ
れ
た
訳
で

あ
る
。
労
働
委
員
会
実
務
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
判
示
内
容
と
言
え
よ
う
。

北法39(1・80)80

論

(
1
)
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
に
関
す
る
学
説
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
「
不
当
労
働
行
為
の
救
済
」
労
働
法
文
献
研
究
会
編
・
文
献
研
究
労
働
法

学
(
一
九
七
八
年
)
を
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
法
上
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
・
不
当
労
働
行
為
救
済
の
法
理
論
(
一
九
八
八
年
)
一
九
七
頁
以

下
二
九
七
九
年
)
を
参
照
。
ま
た
、
民
事
事
件
で
は
あ
る
が
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
(
昭
和
六
二
・
四
・
二
最
一
小
判
判
例
時
報
一
二

四
四
|
一
一
一
六
)
に
お
い
て
、
中
間
利
益
の
額
が
平
均
賃
金
の
四
割
を
越
え
る
場
合
に
は
(
労
基
法
二
六
条
参
照
)
、
更
に
、
一
時
金
の
全
額
を
対

象
と
し
て
利
益
額
を
控
除
し
う
る
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(2)
不
控
除
措
置
が
違
法
と
さ
れ
た
他
の
例
と
し
て
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
(
昭
和
五
三
・
三
・
一
三
福
岡
地
決
労
働
経
済
判
例
速
報
一

O

O
六
|
二
六
)
と
長
崎
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
事
件
(
昭
和
六
・
一
一
了
二
四
長
崎
地
判
労
働
判
例
四
七

O
l五
九
)
が
あ
る
。

(
3
)
例
え
ば
、
岡
崎
製
作
所
事
件
(
昭
和
五
七
・
三
・
一
一
埼
玉
委
命
令
集
七
一
ー
l
二
四
五
)
、
朝
倉
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
事
件
(
昭
和
五
七
・
九
・

二
七
福
岡
委
命
令
集
七
二
|
二
八
九
)
、
長
崎
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
事
件
(
昭
和
五
八
・
七
・
九
長
崎
委
命
令
集
七
四
|
一

O
一
一
)
等
。
詳
し
く

は
前
掲
・
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
評
釈
参
照
。

(
4
)
同
時
に
、
中
間
収
入
を
得
て
い
た
仕
事
は
不
安
定
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
「
解
雇
期
間
中
の
生
活
費
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
に
伴
う
諸
費
用

及
び
企
業
外
に
排
除
さ
れ
た
同
人
ら
の
組
合
活
動
上
の
制
約
等
」
は
、
全
額
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
を
命
ず
る
特
段
の
理
由
に
当
ら
な
い
と
の
判
断
が
示

さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
に
つ
い
て
は
、
利
息
相
当
額
付
与
措
置
の
許
否
も
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
経
済
的

被
害
の
補
填
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
命
令
全
般
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
「
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
法
理
の
再
検
討
」
季
刊
労
働
法
一
四

八
号
二
九
八
八
年
)
参
照
。



B 

最
高
裁
判
決
の
問
題
点

組合申立の法構造仁)

第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
の
多
数
意
見
は
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
に
対
す
る
救
済
の
内
容
を
考
え
る
に
当
り
、
被
解
雇
者
の
経
済

的
被
害
の
救
済
と
組
合
活
動
一
般
に
与
え
る
制
約
的
効
果
の
除
去
に
留
意
す
べ
し
と
の
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
自
体
に
は
「
一
応
」
問

題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
パ
ッ
ク
・
「
ぺ
イ
」
命
令
に
は
、
経
済
的
被
害
の
救
済
と
の
側
面
が
必
ず
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
か
よ

う
な
側
面
を
無
視
す
る
少
数
意
見
の
立
場
は
や
や
一
面
的
と
評
価
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
前
提
の
具
体
的
当
て
は
め
と
な
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
組
合
活
動

一
般
に
対
す
る
制
約
的
効
果
の
除
去
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
「
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
」
を
判
断
す
る
た
め
(
だ
け
)
に
、
以
上
の
一
般
論
を
持
ち
出
し

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
一
般
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
を
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
こ
の
問
題
を
処
理
す
る

た
め
の
論
議
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
解
雇
が
組
合
活
動
に
制
約
的
効
果
を
与
え
た
な
ら
ば
、
何
故
「
中
間
収
入
」
を
控
除

し
な
く
と
も
よ
い
の
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
の
制
約
が
あ
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
控
除
が
許
さ
れ
る
か
、
と
の
聞
に
対
し
、
論
理
的
に
明
確
に

答
え
る
事
は
、
本
来
寸
不
可
能
L

で
あ
る
。
団
結
権
の
保
障
と
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
(
と
り
わ
け
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
「
額
」
の
決
定
基
準
)

と
の
関
連
自
体
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
以
上
の
よ
う
な
最
も
基
本
的
な
論
点
を
不
問
の
ま
ま
、
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
を
次
の
二
面
か
ら
判
断
す
べ
き
と
し
た
。

第
一
に
、
被
解
雇
者
の
経
済
的
被
害
の
救
済
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
中
間
収
入
を
控
除
す
べ
き
と
し
た
。
こ
の
点
は
そ
れ
な
り
に
納
得
の
い

く
判
示
と
い
え
よ
う
(
も
っ
と
も
判
旨
賛
成
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
私
見
に
つ
い
て
は
、
田
章
参
照
)
。
第
二
に
、
組
合
活
動
に
対
す
る
制
約

的
側
面
に
つ
い
て
も
、
「
当
該
労
働
者
が
解
雇
に
よ
っ
て
現
実
に
受
け
る
打
撃
の
軽
重
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
」
と
し
て
、
実
質
的
に
被
解
雇
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説

者
の
経
済
的
被
害
の
程
度
を
重
視
し
、
こ
の
面
に
お
い
て
も
控
除
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。
結
局
、
こ
の
見
解
は
、
被
解
雇
者
の
経
済
的
被

害
の
み
を
重
視
す
る
一
元
的
判
断
に
他
な
ら
ず
、
実
際
に
は
控
除
原
則
が
再
度
確
立
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
あ
け
ぽ
の
タ
ク
シ
ー

事
件
最
判
に
お
い
て
、
最
終
的
に
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

で
は
、
何
故
、
組
合
活
動
に
対
す
る
制
約
的
効
果
が
、
被
解
雇
者
の
経
済
的
被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
(
の
み
)
判
断
さ
れ
る
の
か
。
こ
の

点
の
理
論
づ
け
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
本
判
示
は
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
、
決
定
的
な
問
題
が
あ
る
も
の
と
評
価

さ
れ
る
。
そ
の
一
は
、
救
済
命
令
の
内
容
を
決
定
す
る
に
つ
き
認
め
ら
れ
て
い
る
労
働
委
員
会
の
裁
量
を
、
大
幅
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
労
働
委
員
会
の
広
汎
な
裁
量
は
、
ま
さ
に
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、
二
元

的
視
角
を
持
ち
出
し
た
意
味
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
判
例
変
更
ま
で
し
て
提
示
し
た
寸
組
合
活
動
に
対
す
る
制
約
的
側
面
」
と
い
う
の

は
、
単
に
リ
ッ
プ
・
サ

i
ヴ
ィ
ス
に
終
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
最
高
裁
判
決
の
一
貫
性
の
無
さ
は
、
結
局
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
自
体

の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
故
と
思
わ
れ
る
。

論

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
は
、
団
結
権
保
障
上
、
知
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
と
り
わ
け
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
「
額
」
と
組
合
活
動
の
自
由

の
保
障
が
如
何
に
関
連
す
る
か
、
若
し
く
は
関
連
し
な
い
か
。
我
々
が
、
ま
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員
の
ど
の
よ
う
な
利
益
が
、
如
何
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
、
を
個
別
救
済
命

令
の
型
に
応
じ
て
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
点
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
(
だ
け
)
を
検

討
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
と
思
わ
れ
る
。
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
は
、
こ
の
点
の
不
十
分
さ
を
、
は
し
な
く
も
露
呈
し
た
も

の
と
言
え
よ
う
。

同
時
に
、
被
解
雇
者
個
人
の
被
害
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
個
人
の
賃
金
相
当
額
上
の
被
害
だ
け
で
は
な
く
、
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精
神
的
ま
た
「
個
人
の
」
組
合
活
動
上
の
被
害
を
も
考
麗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
組
合
活
動
が
制
約
さ
れ
た
こ
と

に
由
来
す
る
、
組
合
独
自
の
(
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
と
関
係
が
な
い
と
の
意
味
)
経
済
的
被
害
を
ど
う
救
済
す
べ
き
か
も
重
要
な
課
題

と
い
え
よ
う
。
損
害
賠
償
的
救
済
の
許
否
を
本
格
的
に
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
二
元
的
視
角
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、

ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。

(
1
)
「
当
該
解
雇
に
よ
る
被
解
雇
者
の
個
人
的
被
害
を
救
済
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
れ
が
組
合
活
動
一
般
へ
与
え
た
悪
影
響
の
除
去
を
は
か
る
と
い

う
観
点
」
を
持
ち
出
す
事
は
可
能
で
あ
ろ
う
(
菅
野
和
夫
「
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
評
釈
L

法
学
協
会
雑
九
六
巻
四
号
五
一
四
頁
〈
一
九
七
九
年
〉
。

(
2
)
学
説
の
多
く
は
、
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
を
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
の
問
題
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
塚
本
・
前
掲
書
一
九
四
頁
、
岸
井
貞

男
・
団
結
活
動
と
不
当
労
働
行
為
こ
九
七
八
年
)
一
七
六
頁
等
。

(3)
例
え
ば
、
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
額
は
、
何
故
得
べ
か
り
し
「
賃
金
相
当
額
」
な
の
か
、
ま
た
、
半
額
も
し
く
は
倍
額
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
は
許
さ
れ
る
か
、

等
の
問
題
が
あ
る
。
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
と
団
結
権
侵
害
の
排
除
の
程
度
と
は
全
く
関
連
が
無
い
と
明
言
す
る
も
の
と
し
て
、
緒
方
節
郎
「
救
済
を

め
ぐ
る
諸
問
題
」
新
労
働
法
講
座
六
巻
二
九
六
七
年
)
二
九
六
頁
が
あ
る
。

(
4
)
秋
田
成
就
「
労
使
関
係
と
損
害
賠
償
」
季
刊
労
働
法
一
一
一
一
号
(
一
九
七
九
年
)
、
佐
藤
香
「
救
済
命
令
の
内
容
の
限
界
」
外
尾
編
・
不
当
労
働

行
為
の
法
理
ご
九
八
五
年
)
等
参
照
。

組合申立の法構造(斗

(2) 

救
済
利
益

A 

な
に
が
問
題
か

不
当
労
働
行
為
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
後
の
事
情
変
更
等
に
よ
っ
て
、
救
済
を
な
す
必
要
性
が
失
わ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
具

体
的
に
は
、
被
申
立
人
側
の
そ
れ
と
し
て
は
、
団
交
応
諾
等
不
当
労
働
行
為
の
解
消
措
置
を
し
た
場
合
が
、
ま
た
申
立
人
側
に
つ
い
て
は
、
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説

被
処
分
者
本
人
に
よ
る
処
分
の
承
諾
や
組
合
員
資
格
喪
失
等
が
考
え
ら
れ
る
。
通
常
、
労
働
委
員
会
実
務
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
は
、
救
済

利
益
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

論

ま
ず
、
被
申
立
人
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
解
消
措
置
が
為
さ
れ
た
場
合
の
救
済
の
在
り
方
に
つ
き
、
労
働
委
員
会
は
広
汎
な
裁
量
を
行
使

し
て
い
る
。
裁
判
上
も
そ
の
よ
う
な
裁
量
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
為
さ
れ
て
い
る
(
新
宿
郵
便
局
事
件
昭
和
五
八
・
一

二
二
一

O
最
三
小
判
判
例
時
報
一
一

O
二
|
一
四

O
)
。
つ
ま
り
、
た
と
え
解
消
措
置
が
と
ら
れ
た
と
し
て
も
、
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
救

済
を
な
す
こ
と
(
栃
木
化
成
事
件
昭
和
三
七
・
一

0
・
九
最
三
小
判
民
集
一
六
|
一

O
!
二
O
八
四
)
も
、
ま
た
ま
っ
た
く
反
対
に
救

済
の
必
要
性
が
失
わ
れ
た
と
し
て
申
立
を
棄
却
す
る
こ
と
(
前
掲
・
新
宿
郵
便
局
事
件
最
判
)
も
で
き
る
。
当
該
労
使
関
係
の
将
来
展
望
を

も
考
慮
し
た
労
働
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

次
に
、
申
立
人
側
の
事
情
の
変
更
が
問
題
に
な
っ
た
例
と
し
て
、
被
処
分
者
が
処
分
を
承
認
し
た
場
合
の
救
済
利
益
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
処
分
の
承
認
が
「
真
意
」
に
基
づ
く
も
の
か
否
か
が
主
要
争
点
で
あ
る
。
ま
た
、
申
立
後
、
組
合
員
が
組
合
員
資
格
を
喪

失
し
た
場
合
に
、
知
何
な
る
救
済
が
可
能
、
適
切
か
が
、
主
に
不
利
益
取
り
扱
い
事
件
を
中
心
に
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
些
細
な
論

点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
不
当
労
働
行
為
制
度
上
保
護
さ
れ
て
い
る
権
利
の
性
質
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

組
合
と
組
合
員
の
利
益
、
意
向
の
調
整
が
直
接
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
や
や
詳
し
く
問
題
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

最
初
に
、
労
働
委
員
会
手
続
、
具
体
的
に
は
誰
が
申
立
人
に
な
っ
て
い
る
か
に
関
連
づ
け
て
論
点
を
明
確
に
し
た
い
。
救
済
利
益
の
問
題

は
、
申
立
適
格
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
不
利
益
取
り
扱
い
事
件
に
関
す
る
申
立
の
仕
方
と
し
て
は
、
的
組
合
申
立
、
制
個

人
申
立
、
州
連
名
に
よ
る
申
立
、
が
あ
る
。
普
通
は
、
誰
が
申
立
人
に
な
る
か
に
よ
っ
て
救
済
内
容
が
変
る
事
は
あ
ま
り
無
い
。

で
は
、
申
立
後
結
審
時
ま
で
に
、
当
該
不
利
益
を
受
け
た
個
人
が
退
職
や
組
合
脱
退
等
で
組
合
員
資
格
を
喪
失
し
た
ら
ど
う
か
。
同
州
の
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場
合
に
は
、
個
人
に
よ
る
取
り
下
げ
が
為
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
仰
の
場
合
で
も
、
当
該
個
人
の
部
分
に
つ
き
、
組
合
に
よ
り
取
り

下
げ
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仰
の
ケ
1
ス
に
お
い
て
は
、
資
格
喪
失
事
由
(
例
え
ば
、
定
年
年
齢
へ
の
到
達
)

に
よ
っ
て
、
ま
た
、
本
人
の
意
向
に
よ
っ
て
取
り
下
げ
を
し
な
い
場
合
も
少
な
く
無
い
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
申
立
組
合
に
当
該

個
人
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
り
わ
け
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
部
分
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
以
上
が
、
旭
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
に
お
い
て
争
わ
れ
た
論
点
に
他
な
ら
な
い
。

(1)
詳
し
く
は
、
道
幸
哲
也
「
新
宿
郵
便
局
事
件
最
判
評
釈
」
判
例
評
論
三

O
七
号
(
一
九
八
四
年
)
参
照
。

(
2
)
自
主
的
な
取
り
下
げ
が
為
さ
れ
な
い
場
合
に
、
当
該
個
人
の
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

民
事
事
件
に
お
い
て
争
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
段
の
却
下
若
し
く
は
棄
却
事
由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

B 

労
働
委
員
会
命
令
と
裁
判
例
の
動
向

組合申立の法構造に)

労
働
委
員
会
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
組
合
の
救
済
利
益
に
つ
き
、
ほ
ぽ
次
の
よ
う
な
共
通
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、

申
立
組
合
が
、
独
自
な
立
場
で
不
作
為
命
令
や
ポ
ス
ト
・
ノ

1
チ
ス
命
令
を
求
め
る
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
ヒ
ロ
セ
電
機
事
件

昭
和
五

0
・
八
・
一
九
東
京
委
命
令
集
五
六
|
二
二
九
)
。
他
方
、
個
人
の
経
済
的
被
害
に
対
す
る
救
済
と
の
色
彩
の
強
い
パ
ッ
ク
・
ベ

イ
部
分
に
つ
い
て
は
、
被
解
雇
者
自
身
が
、
当
該
救
済
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
判
断
を
明
ら
か
に
し
た
場
合
に
は
、
組
合
の
救
済
利
益
も

認
め
ら
れ
な
い
(
例
え
ば
、
吉
野
石
膏
事
件
昭
和
五
七
・
三
・
三
中
労
委
命
令
集
七
一
|
五
八
八
)
。

一
方
、
被
解
雇
者
個
人
の
意
思
が
不
明
確
な
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、
相
対
立
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、
申
立
組
合
の

(
例
え
ば
、
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件

救
済
利
益
を
肯
定
す
る
も
の

昭
和
五
一
・
一
二
・
一
三
神
奈
川
委

命
令
集
五
八
|
三
五

O
)
と

北法39(1・85)85



説

否
定
す
る
立
場
(
例
え
ば
、
金
沢
交
通
事
件
昭
和
五
七
・
三
・
四
石
川
委
命
令
集
七
一
ー
ー
二

O
九
)
で
あ
る
。
最
近
は
、
否
定
例
が
増

加
す
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
き
、
十
分
な
理
論
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

裁
判
上
、
こ
の
問
題
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
例
は
少
な
く
、
何
れ
も
組
合
員
資
格
喪
失
者
に
関
す
る
部
分
の
救
済
に
つ
き
、
申
立
組
合
の

救
済
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
(
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
昭
和
五
五
・
五
・
三

O
横
浜
地
判
労
働
判

例
三
四
七
|
二
二
、
同
事
件
昭
和
五
八
・
二
・
二
八
東
京
高
判
中
央
労
働
時
報
七

O
一
三
九
、
富
里
商
事
事
件
昭
和
五
九
・
一
了

二
九
東
京
高
判
判
例
時
報
一
一
一
ニ
四
一
四
六
、
明
輝
製
作
所
事
件
昭
和
六

0
・
五
・
二
七
東
京
地
判
判
例
時
報
一
一
五
三
二
二

三
)
。
資
格
喪
失
者
の
「
不
利
益
を
除
去
し
て
も
組
合
自
体
と
し
て
は
そ
の
利
益
侵
害
の
回
復
に
寄
与
」
し
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
要
な

理
由
で
あ
っ
た
。

論

さ
ら
に
、
労
働
委
員
会
実
務
に
は
っ
き
り
と
批
判
的
な
次
の
よ
う
な
見
解
も
、
裁
判
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
被
解
雇
者
が

明
確
に
組
合
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
申
立
組
合
の
救
済
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
(
前
記
・
明
輝
製
作
所
事

件
東
京
地
判
)
。
第
二
に
、
誓
約
書
の
手
交
等
の
救
済
に
つ
い
て
も
、
資
格
喪
失
者
に
関
す
る
部
分
に
つ
き
、
申
立
組
合
独
自
の
救
済
利
益
は

(
前
掲
・
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
東
京
高
判
、
富
里
商
事
事
件
東
京
高
判
)
。

認
め
ら
れ
な
い

(
l
)
労
働
委
員
会
命
令
の
全
般
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
「
明
輝
製
作
所
事
件
東
京
地
判
評
釈
」
判
例
評
論
三
二
三
号
こ
九
八
六
年
)
参

照。

C 

旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
高
裁
判
決

労
働
委
員
会
実
務
に
や
や
混
乱
が
み
ら
れ
、
労
働
委
員
会
命
令
に
批
判
的
な
下
級
審
判
決
が
相
次
ぐ
中
で
、
最
高
裁
は
、
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
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ド
工
業
事
件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
が
い
か
に
関
連
し
て
い
る
か
を
、

明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
判
旨
全
体
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
基
本
的

理
論
構
成
は
、
概
略
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

1 

原
則
的
立
場

A 

不
当
な
賃
金
カ
ッ
ト
は
、
組
合
員
の
雇
用
関
係
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
組
合
活
動
一
般
を
も
抑
制
す
る
。

従
っ
て
、
組
合
は
そ
の
救
済
を
求
め
る
固
有
の
利
益
が
あ
り
、
こ
れ
は
不
利
益
を
受
け
た
組
合
員
の
組
合
員
資
格
の
喪
失
に
よ
り
消

B 
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。

2 

組
合
員
個
人
の
意
向
と
の
調
整

雇
用
関
係
上
の
利
益
回
復
と
い
う
救
済
の
側
面
に
お
い
て
は
、
当
該
組
合
員
個
人
の
意
向
が
重
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
制
個
人
の
利

益
放
棄
の
意
思
が
明
確
な
場
合
に
は
、
組
合
の
救
済
利
益
も
失
わ
れ
る
が
、
制
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
救
済
利
益
は
存
続
す
る
。

誓
約
書
の
交
付
、
掲
示
と
い
う
救
済
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
意
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
独
自
の
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。

A B 

組合申立の法構造仁)

と
こ
ろ
で
、
不
利
益
取
り
扱
い
、
と
り
わ
け
解
雇
が
一
面
に
お
い
て
組
合
員
個
人
の
雇
用
関
係
上
の
利
益
を
害
す
る
と
と
も
に
、
組
合
活

動
一
般
を
も
抑
制
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
判
決
に
お
い

て
は
、
こ
の
両
側
面
が
い
か
に
関
連
す
る
か
ま
で
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
実
質
的
に
一
面
的
(
結
局
、
雇
用
関
係
上
の
利
益
の
み

が
考
慮
さ
れ
て
い
る
)
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
点
、
本
判
決
は
両
側
面
の
関
係
に
つ
き
明
確
に
次
の
よ
う
に
判
示
し
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説

て
い
る
。

論

第
一
に
、
誓
約
書
の
交
付
、
掲
示
の
救
済
は
、
専
ら
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
の
除
去
を
目
的
に
す
る
の
で
、
当
該
救
済
に
つ
い
て

は
、
不
利
益
取
り
扱
い
を
受
け
た
組
合
員
個
人
の
意
向
に
拘
わ
ら
ず
、
組
合
独
自
の
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。
労
働
委
員
会
実
務
を
踏
襲

し
た
見
解
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
明
示
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
不
作
為
命
令
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
に
、
組
合
員
個
人
の
雇
用
関
係
上
の
利
益
回
復
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
組
合
員
が
積
極
的
に
救
済
利
益
を
放
棄
し
な
い
限

り
、
組
合
の
救
済
利
益
は
存
続
す
る
。
つ
ま
り
、
組
合
員
個
人
が
救
済
を
望
ん
で
い
る
場
合
、
若
し
く
は
個
人
の
意
思
が
必
ず
し
も
明
確
で

な
い
場
合
に
は
、
組
合
の
救
済
利
益
は
認
め
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
不
利
益
取
り
扱
い
は
結
局
、
組
合
活

動
一
般
に
対
す
る
侵
害
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
、
原
則
的
立
場
を
貫
い
た
こ
と
に
な
る
。

D 

最
高
裁
判
決
の
問
題
点
と
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
と
の
関
連
性

不
当
労
働
行
為
制
度
の
目
的
は
、
組
合
員
個
人
の
経
済
的
利
益
の
擁
護
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
組
合
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
、
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
の
立
場
は
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
救
済
利
益
の
在
り
方
に

つ
き
、
あ
ま
り
に
明
確
(
す
ぎ
る
)
処
理
基
準
を
提
示
し
た
点
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
判
決
は
、
実
務
的
に
み
て
、
第

二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
の
考
え
方
と
か
な
り
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
殆
ど
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
。
以
下
、
本
判
決
の
問
題
点
と
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

本
判
決
は
、
不
利
益
を
受
け
た
組
合
員
が
、
組
合
が
不
当
労
働
行
為
の
申
立
を
し
た
後
、
組
合
員
資
格
を
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
本
人
の

明
確
な
利
益
放
棄
の
意
思
表
示
の
な
い
限
り
、
組
合
の
救
済
利
益
は
存
続
す
る
と
判
示
し
た
。
明
確
な
基
準
が
提
示
さ
れ
た
の
で
、
実
務
的
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に
は
円
滑
な
事
件
処
理
が
可
能
に
な
っ
た
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
組
合
申
立
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
(
組
合

の
独
自
性
が
強
い
場
合
か
ら
組
合
員
の
代
理
に
す
ぎ
な
い
も
の
ま
で
)
、
組
合
員
資
格
喪
失
事
由
も
多
様
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上

の
よ
う
な
一
義
的
な
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
結
局
労
働
委
員
会
の
裁
量
を
大
幅
に
制
約
す
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
が
本
判
決
の
基
本
的
問
題
点
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
労
働
委
員
会
に
よ
り
、
個
別
事
案
の
処
理
上
適
切
で
あ
る
と
し
て
出
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
命
令
は
寸
違
法
」
と
し
て
取
り
消
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
判
決
は
、
必
ず
し
も
そ
の
旨
明
言
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
う
解
し
う
る
余
地
も
あ
り
う
る
。
第
一
に
、
組

組合申立の法構造に)

合
員
の
利
益
放
棄
の
意
思
が
不
明
確
(
審
査
過
程
に
お
い
て
組
合
員
の
意
思
を
あ
る
程
度
推
定
し
う
る
時
で
も
、
命
令
に
お
い
て
、
そ
の
点

に
触
れ
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
今
後
は
、
意
思
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
)
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
組
合
の
救
済
利
益
を
否
定
す

る
場
合
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
命
令
例
は
最
近
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
第
二
に
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
放
棄
の
意
思
表
示
が
、
は
っ

き
り
と
組
合
員
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
の
救
済
利
益
(
原
職
復
帰
は
無
理
だ
と
し
て
も
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
に
つ
い
て

は
可
能
で
あ
る
)
を
認
め
る
場
合
で
あ
る
。
極
め
て
悪
質
な
態
様
の
不
当
労
働
行
為
事
件
や
、
放
棄
の
意
思
表
示
が
使
用
者
の
圧
力
に
よ
る

場
合
等
に
命
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
は
、
組
合
員
資
格
喪
失
事
由
に
応
じ
て
、
そ
の
判
断
を
異
な
ら
せ
る
場
合
で
あ
る
。
一
口
に

資
格
喪
失
事
由
と
い
っ
て
も
、
組
合
側
の
措
置
に
基
づ
く
も
の
(
除
名
)
、
本
人
の
意
向
に
よ
る
も
の
(
脱
退
、
管
理
職
へ
の
昇
進
)
、
規
約

(
退
職
、
配
転
、
出
向
、
定
年
等
)
等
そ
の
持
つ
意
味
は
労
使
関
係
上
大
い
に
異
な
る
。
組
合
の
救
済
利
益
の

上
た
ま
た
ま
そ
う
な
る
も
の

在
り
方
も
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

総
じ
て
、
本
判
決
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
の
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
お
け
る
組
合
と
組
合
員
の
利
益
と
の
関
係
に
つ
き
、
極
め
て
説
得
力

に
富
む
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
明
確
な
論
理
を
展
開
し
た
た
め
に
、
個
別
事
案
に
お
け
る
労
働
委
員
会
の
裁
量
を

無
視
す
る
結
果
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
組
合
の
救
済
利
益
に
つ
い
て
は
、
各
事
案
に
応
じ
た
、
か
な
り
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説

き
め
こ
ま
か
な
処
理
が
必
要
と
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
、
本
判
決
の
基
本
的
問
題
と
い
え
よ
う
。

論

次
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
組
合
と
組
合
員
の
如
何
な
る
利
益
が
ど
う
保
護
さ
れ
て
い
る
か
、
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
本
判
決
と
第

二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。

両
判
決
に
お
い
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
論
点
(
前
者
で
は
、
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
控
除
の
許
否
、
後
者
に
お
い
て
は
、
組

合
の
救
済
利
益
)
、
不
当
労
働
行
為
類
型
(
前
者
は
、
解
雇
、
後
者
は
ス
ト
に
対
す
る
報
復
的
な
賃
金
カ
ッ
ト
)
及
び
該
当
条
文
(
前
者
は
、

七
条
一
号
、
後
者
は
七
条
一
、
三
号
)
は
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
員
と
組
合
の
利
益
が
い

か
に
関
連
し
て
い
る
か
、
と
い
う
基
本
的
に
は
同
一
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
理
論
構
成
の
異
聞
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
第
二
鳩
最
判
は
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
に
対
す
る
救
済
は
、

ω被
解
雇
者
に
対
す
る
侵
害
に
基
づ
く
個
人
的
被
害
を
救
済
す

る
側
面
と
、

ω組
合
活
動
に
対
す
る
侵
害
を
救
済
す
る
側
面
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
二
面
性
は
、
本
判
決
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
賃
金
カ
ッ
ト
分
の
支
払
命
令
に
つ
き
、
組
合
は
「
右
組
合
員
の
個
人
的
利
益
を
離
れ
た
固
有
の
利
益
を
有
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
よ
り
具
体
的
な
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
か
な
り
相
違
し
た
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

第
二
鳩
最
判
は
、

ωの
面
か
ら
中
間
収
入
控
除
原
則
を
、
ま
た

ωの
面
か
ら
も
「
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
制
約
的
効
果
は
、
当
該
労
働

者
が
解
雇
に
よ
っ
て
現
実
に
受
け
る
打
撃
の
軽
重
と
密
接
な
関
係
」
が
あ
る
と
し
て
、
実
質
的
に
控
除
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。
被
解
雇
者

個
人
の
受
け
る
経
済
的
被
害
を
重
視
し
た
わ
け
で
あ
る
。
実
際
に
は
、

ωに
関
す
る
言
及
は
リ
ッ
プ
・
サ
1
ヴ
イ
ス
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え

そ
う
で
あ
る
。
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
は
、
結
局
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
方
、
本
判
決
は
、
賃
金
カ
ッ
ト
分
の
支
払
命
令
に
つ
い
て
も
(
誓
約
書
の
交
付
・
掲
示
に
つ
い
て
は
勿
論
)
組
合
に
は
「
固
有
の
」
救
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済
利
益
が
あ
り
、
こ
れ
は
組
合
員
資
格
の
喪
失
に
よ
っ
て
消
長
を
来
す
も
の
で
は
な
い
と
、
明
確
に
判
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
当
該
命
令
が
、

組
合
員
個
人
の
雇
用
関
係
上
の
権
利
利
益
の
回
復
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
組
合
員
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の

制
約
は
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
し
た
。
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
、

ωの
側
面
を
重
視
し
、
組
合
員
個
人
の
、
利
益
放
棄
の
意
思
が
明
確
な
場

合
に
つ
い
て
だ
け

ωの
側
面
を
も
考
慮
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
、
第
一
「
鳩
最
判
と
は
、
か
な
り
異
な
っ

た
立
場
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
我
々
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
二
鳩
最
判
は
、
一
般
論
を
展
開
す
る
に
は
最
も
適
さ
な
い
論
点

と
関
連
づ
け
て
、
「
無
理
に
」
一
般
論
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
は
、
第
二
鳩
最
判
を
、
こ
の
問
題
を
考

え
る
場
合
の
リ

l
デ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
は
評
価
出
来
な
い
の
で
は
、

と
思
わ
れ
る
。

組合申立の法構造(二)

第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
に
お
い
て
は
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
中
間
収
入
を
控
除
す
べ
き
か
、
否
か
が
争
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
事

柄
の
性
質
上
、
ま
さ
に
契
約
的
な
観
点
か
ら
の
処
理
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る

侵
害
の
除
去
の
立
場
か
ら
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
判
断
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
侵
害
の
程
度
が
強
け
れ
ば
、
中
間
収
入
の
控
除
が
許

さ
れ
、
弱
け
れ
ば
、
許
さ
れ
な
い
の
か
。
ま
た
、
侵
害
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
半
分
だ
け
の
控
除
が
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
素
朴
な
聞

に
、
理
面
的
に
明
確
に
答
え
る
こ
と
は
、
正
直
い
っ
て
「
不
可
能
」
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
て
い
る
具
体
的
問
題
、
つ

ま
り
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
額
の
決
定
は
、

ω的
な
観
点
を
個
別
事
案
に
適
応
す
る
の
が
最
も
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、

は
し
な
く
も
露
呈
さ
れ
た
の
が
、
あ
げ
ぽ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
に
他
な
ら
な
い
。

ω的
な
観
点
が
、
独
自
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
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に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
が
如
何
に
関
連
す
る
か
を
考
え
る
上
で
の
真
の
リ

l
デ
ン
グ
・
ケ

1
ス
と

も
い
う
べ
き
も
の
は
、
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
し
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
不
当
労
働
行
為
制
度



説

全
体
を
見
直
し
た
ら
ど
う
な
る
か
、
ま
た
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
が
四
章
の
課
題

と
な
る
。

E命

(
1
)
労
働
委
員
会
実
務
が
混
乱
し
て
い
た
(
よ
う
に
み
え
た
)
原
因
の
一
端
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

(
2
)
だ
か
ら
こ
そ
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
る
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
少
数
意
見
の
立
場
に
な
る
。
し
か
し
、
少
数
意
見
は
ど
の
よ
う

な
観
点
か
ら
裁
量
権
を
行
使
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
十
分
な
論
議
を
し
て
い
な
い
。

(
3
)
も
し
、
最
高
裁
が
、
真
に

ω的
な
観
点
を
導
入
し
た
い
な
ら
ば
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
命
令
自
体
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ

き
か
、
中
間
収
入
の
取
得
と
組
合
活
動
は
い
か
に
関
連
す
る
か
等
の
、
基
本
的
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

四
章

不
当
労
働
行
為
法
理
の
再
検
討

不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
は
、

ど
う
関
連
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
双
方
の
意
向
が
対
立
し
た
時
に
は
、

そ
れ
を
ど

う
調
整
す
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
労
働
委
員
会
手
続
上
も
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
命
令
を
め
ぐ
っ
て
も
、
数
多
く
の
、
多
様
な

形
で
の
紛
争
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
学
説
に
お
い
て
、
本
格
的
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
(
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
?
)
、
労
働
委
員
会
実
務
や
最
高
裁
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
、
そ
れ
な
り
に
適
切
な
処
理
を
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
理
論
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
掘
り
下
げ
が
為
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
同
時
に
、
各
種
紛
争
を
処

理
す
る
統
一
的
視
点
も
不
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合

員
の
利
益
が
い
か
に
保
障
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
関
連
し
て
い
る
か
を
、
あ
る
程
度
統
一
し
た
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
制
度
の
統
一

的
運
営
を
支
え
る
、
行
政
救
済
法
理
の
形
成
・
確
立
に
寄
与
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
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具
体
的
に
は
、
事
件
処
理
を
な
す
際
の
基
本
的
視
点
を
構
築
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
団
結
権
の
構
造
を
、
組
合
の
団
結
権
と
個
人
の
団
結

権
、
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
次
に
、
そ
の
基
本
的
視
点
に
基
づ
き
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
あ
げ
た
各
論
点
毎
に
私
見
を
展
開
し

て
い
き
た
い
。

(1) 

団
結
権
の
構
造

組合申立の法構造(二)

最
高
裁
は
、
不
当
労
働
行
為
た
る
解
雇
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
「
右
解
雇
が
、
一
面
に
お
い
て
、
当
該
労
働
者
個
人
の
雇
用
関
係
上
の
権
利

な
い
し
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
、
使
用
者
が
右
の
労
働
者
を
事
業
所
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
ら
に

よ
る
組
合
活
動
一
般
を
抑
圧
な
い
し
制
約
す
る
故
」
(
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
)
と
し
て
い
る
。
本
判
示
に
よ
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
制
度
の

具
体
的
救
済
の
目
的
と
し
て
、
個
人
の
雇
一
用
関
係
上
の
権
利
擁
護
と
組
合
活
動
一
般
の
保
護
の
二
面
性
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

し
か
し
、
両
側
面
の
関
連
性
、
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
と
雇
用
関
係
上
の
権
利
擁
護
と
の
関
連
性
、
ま
た
個
人
の
組
合
活
動
を
す
る
権
利
を

ど
う
見
る
か
、
等
に
つ
い
て
ま
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
学
説
上
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
格
的
な
検
討
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
我
々
は
、
団
結
権
(
組
合
活
動
の
自
由
)
の
保
障
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
、
最
も
基
本
的
な
問
題
か

ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
共
通
の
了
解
が
無
い
こ
と
が
論
議
を
不
必
要
に
混
乱
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

団
結
権
を
、
個
人
の
団
結
権
と
組
合
の
団
結
権
に
二
分
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
結
権
の
多
様
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め

た
。
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
ど
の
よ
う
な
救
済
が
為
さ
れ
て
い
る
か
、
を
も
検
討
の
対
象
と
し

た
。
な
お
、
団
結
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
狭
義
に
と
ら
え
る
こ
と
と
、
広
義
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

義
に
解
し
て
い
る
。
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説

個
人
の
団
結
権

A 

論

一
般
的
に
は
組
合
の
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
組
合
活
動
の
多
く
は
、
個
々
の
組
合
員
の
行
為
を
通
じ
て

実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
、
個
人
の
団
結
権
を
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
組
合
活
動
を
活
発
に
す
る
た
め
に
も
、
団
結

権
の
個
人
的
側
面
を
重
視
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
個
人
の
団
結
権
の
具
体
的
内
容
如
何
。

第
一
は
、
組
合
員
に
な
る
以
前
の
団
結
権
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
組
合
員
に
な
る
過
程
の
団
結
権
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
組

合
結
成
の
権
利
と
組
合
加
入
・
選
択
の
権
利
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
結
成
が
失
敗
し
た
な
ら
ば
、
結
局
個
人
の
団
結
権
し
か

問
題
に
な
り
え
な
い
。
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
(
併
存
)
組
合
の
存
在
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
加
入
も
し
く
は
選
択
対
象
組
合
の

団
結
権
も
、
常
に
(
間
接
的
に
せ
よ
)
問
題
に
な
り
う
る
。

第
二
に
、
組
合
員
個
人
と
し
て
の
団
結
権
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
不
当
労
働
行
為
類
型
と
の
関
連
に
お
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

二
分
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。

団
結
権
は
、

そ
の
一
は
、
組
合
員
た
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
を
受
け
な
い
権
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
て
い
る
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
は
、

争
議
行
為
や
組
合
活
動
等
の
具
体
的
行
為
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
禁
止
に
よ
り
、
ま
さ
に
抽
象
的
な
「
組

合
員
た
る
こ
と
」
自
体
が
保
護
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
の
組
合
員
た
る
こ
と
は
、
主
に
、
平
の
組
合
員
を
も
対
象
と
し
た
大
量
差

別
事
件
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
二
は
、
組
合
の
活
動
や
運
営
に
対
す
る
参
加
権
で
あ
る
。
こ
れ
が
個
人
の
団
結
権
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
組
合
活
動
の
多
く
は
、
個

人
の
行
為
を
通
じ
て
為
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
組
合
の
団
結
権
の
行
使
で
あ
る
と
と
も
に
、
組
合
員
個
人
の
団
結
権
の
行
使
と
い
う
側

そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
把
握
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
の
参
加
権
を
保
障
す
る
方
法
と
し
て
は
、
そ

面
が
あ
る
。
全
く
同
じ
行
為
を
、
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れ
に
対
す
る
積
極
的
な
妨
害
行
為
を
規
制
・
禁
止
す
る
と
い
う
直
接
的
な
保
障
が
あ
る
。
同
時
に
、
組
合
活
動
に
参
加
し
た
事
を
理
由
と
す

る
不
利
益
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
、
と
い
う
間
接
的
な
保
障
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
一
と
同
様
な
不
当
労
働
行
為
類
型
と
い
え

よ
う
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
は
、
個
々
人
の
当
該
組
合
活
動
等
へ
の
参
加
権
自
体
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
組
合
員
個
人
の
団
結
権
を
侵
害
す
る
行
為
は
、
労
働
組
合
法
七
条
の
何
号
に
該
当
し
、
ま
た
知
何
な
る
救
済
が
為

さ
れ
る
か
。

第
一
に
、
組
合
結
成
・
加
入
・
選
択
過
程
の
行
為
を
理
由
と
す
る
「
不
利
益
取
り
扱
い
」
、
組
合
の
活
動
や
運
営
へ
の
参
加
や
関
与
を
理
由

と
す
る
寸
不
利
益
取
り
扱
い
」
は
一
号
違
反
と
み
な
さ
れ
る
。
抽
象
的
に
組
合
員
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
「
不
利
益
取
り
扱
い
」
も
同
様

に
一
号
違
反
と
さ
れ
る
。

組合申立の法構造に)

こ
の
不
利
益
取
り
扱
い
は
、
救
済
方
法
と
の
関
連
に
お
い
て
、
基
本
的
に
次
の
こ
の
類
型
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、

既
存
の
利
益
を
奪
う
態
様
の
不
利
益
取
り
扱
い
で
あ
る
。
解
雇
、
懲
戒
処
分
が
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
不
利

益
取
り
扱
い
が
為
さ
れ
る
以
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
を
命
ず
る
、
所
謂
原
状
回
復
的
な
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
既
存
の
利
益
の
回

復
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
併
存
組
合
の
組
合
員
問
、
も
し
く
は
組
合
員
と
非
組
合
員
聞
の
差
別
的
な
不
利
益
取
り
扱
い

で
あ
る
。
人
事
考
課
に
基
づ
く
賃
金
、
昇
格
、
昇
進
上
の
差
別
が
そ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
差
別
是
正

措
置
(
通
常
は
、
昇
給
、
昇
格
命
令
)
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
種
命
令
を
、
原
状
回
復
的
観
点
か
ら
説
明
す
る
事
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
救
済
命
令
の
具
体
的
な
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
(
救
済
命
令
の
内
容
は
、
制
度
上
も
実
際
上
も
申
立

人
の
意
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
〈
労
働
委
員
会
規
則
三
十
二
条
二
項
四
号
〉
が
、
こ
こ
で
は
最
も
広
汎
な
救
済
を
考
え
て
い
る
)
。
こ
れ
を

不
利
益
取
り
扱
い
の
典
型
た
る
解
雇
に
対
す
る
救
済
を
例
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
救
済
命
令
の
多
面
性
が
、
最
も
良
く
現
わ
れ
て
い
る
か
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。



説

ω
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令

ω
原
職
復
帰
命
令

ω
不
作
為
命
令

ω
陳
謝
文
の
掲
示
、
交
付

で
は
、
以
上
の
救
済
は
、
具
体
的
に
誰
の
、

北法39(1・96)96

論

ど
の
よ
う
な
利
益
を
(
直
接
的
に
)
擁
護
し
て
い
る
の
か
。
あ
え
て
、
直
接
的
と
の
括
弧
書

き
を
付
し
た
の
は
、
間
接
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
諸
利
益
相
互
の
関
係
が
極
め
て
錯
綜
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
ま
さ
に
こ

の
錯
綜
し
て
い
る
糸
を
少
し
で
も
ほ
ぐ
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

μい

個
人
(
組
合
員
)
雇
用
関
係
上
の
利
益

|ωωω

パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
命
令
は
賃
金
喪
失
と
い
う
経
済
的
な
不
利
益
の
是
正
を
目
的
と
し
て
い
る
。
原
職
復
帰
命
令
も
、
就
労
と
い
う
雇
用
関
係
上

の
利
益
の
実
現
を
目
的
に
し
て
い
る
。
不
作
為
命
令
も
、
将
来
に
不
当
解
雇
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
ほ
ぽ
同
様
に
と

ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

同
個
人
(
組
合
員
)
の
組
合
活
動
上
の
利
益

|ω

原
職
復
帰
命
令
は
、
仰
の
側
面
と
と
も
に
、
企
業
別
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
活
動
の
「
場
」
自
体
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
。

付
組
合
の
利
益

|ωω

不
作
為
命
令
や
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
は
、
的
同
を
擁
護
す
る
と
の
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
不
作
為
命
令
は
、
将
来
に
わ

た
る
不
当
解
雇
を
規
制
し
て
い
る
の
で
、
組
合
の
利
益
を
擁
護
す
る
事
を
も
か
な
り
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
は
、

専
ら
組
合
の
利
益
の
た
め
に
為
さ
れ
る
。
な
お
、
一
号
事
件
に
つ
い
て
も

ωω
の
救
済
が
な
さ
れ
う
る
の
は
、
確
立
し
た
実
務
慣
行
と
い
え

る



と
こ
ろ
で
、
上
述
の
的
同
州
の
よ
う
な
と
ら
え
方
に
は
、
色
々
な
批
判
が
あ
り
う
る
。
そ
の
点
は
、

ωに
お
い
て
、
よ
り
一
般
的
な
形
に

お
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
以
下
の
事
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
号
事
件
の
救
済
命
令
に
お
い
て
、
実
際
に
は
多
様
な
利
益
の
擁
護
が
図
ら
れ
て
い
る
。
単
に
、
仰
の
側
面
だ
け
が
重
視
さ
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
次
に
、
仰
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
不
当
労
働
行
為
制
度
の
目
的
と
如
何
に
(
間
接
的
に
)
関
連
す
る
か
が
論
点

に
な
る
。
「
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
」
の
問
題
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
正
面
か
ら
関
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
の
詳
論
は
、

ωに
お
い
て
、

ま
ず
、

展
開
し
て
み
た
い
。

以
上
、
議
論
が
や
や
横
道
に
逸
れ
た
が
、
本
論
に
戻
り
た
い
。
個
人
の
団
結
権
を
侵
害
す
る
行
為
の
第
二
の
類
型
と
し
て
は
、
個
人
の
組

合
活
動
を
直
接
的
に
規
制
、
抑
制
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
制
・
抑
制
行
為
自
体
は
必
ず
し
も
「
不
利
益
取
り
扱
い
」
と
み

な
さ
れ
な
い
の
で
、
不
当
労
働
行
為
類
型
と
し
て
は
、
三
号
の
支
配
介
入
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
種
の
支
配
介
入
行
為
は
、
組
合
の
団
結
権
を

侵
害
す
る
と
と
も
に
、
個
人
の
団
結
権
を
も
侵
害
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
支
配
介
入
に
対
し
て
は
、
通
常
、
次
の
よ
う
な
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
救
済
は
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
利
益
を
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保
障
し
て
い
る
の
か
。

ω
不
作
為
命
令

ω
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付

的
組
合
員
の
組
合
活
動
上
の
利
益

|
ω

こ
の
種
の
支
配
介
入
事
件
に
対
す
る
不
作
為
命
令
は
、
使
用
者
の
具
体
的
な
支
配
介
入
行
為
自
体
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
組
合
自
体
の
利

益
と
と
も
に
個
人
の
組
合
活
動
上
の
利
益
も
直
接
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
解
雇
事
件
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
不
作
為
命
令
と

は
、
目
的
、
機
能
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
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説

同
組
合
の
利
益

|ωω

陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
は
、
そ
の
内
容
上
仰
を
擁
護
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
使
用
者
に
対
し
不
当
労
働
行
為

を
な
し
た
こ
と
を
、
組
合
に
陳
謝
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
要
目
的
は
、
や
は
り
組
合
の
利
益
擁
護
と
い
え
よ
う
。
不
作

Z命

為
命
令
が
、
個
人
と
と
も
に
組
合
自
体
の
利
益
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
1
)

ア
メ
リ
カ
法
上
の
団
結
権
の
基
礎
に
は
、
「
団
交
代
表
者
選
出
の
自
由
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
極
め
て
個
人
主
義
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
、
道
幸
哲
也
・
前
掲
書
二
九
七
頁
以
下
参
照
。

(
2
)

ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
の
法
理
を
考
え
る
際
に
は
、
協
定
締
結
組
合
の
団
結
権
が
労
働
者
個
人
の
組
合
選
択
の
自
由
と
対
立
し
た
側
面
が

あ
る
こ
と
に
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
積
極
的
な
団
結
権
同
士
が
対
立
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
組

合
員
個
人
の
自
主
的
な
組
合
活
動
の
「
組
合
活
動
性
」
、
「
正
当
性
」
を
判
断
す
る
際
に
も
、
そ
れ
が
組
合
の
意
向
に
反
す
る
場
合
に
は
、
団
結
権

同
士
の
対
立
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
三
号
を
総
則
的
に
把
握
し
た
な
ら
ば
、
一
号
も
自
動
的
に
三
号
違
反
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
な
い
。
こ
の

点
に
関
す
る
労
働
委
員
会
命
令
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
極
め
て
寸
ル

l
ズ
」
で
あ
る
。

(
4
)
統
一
的
な
救
済
命
令
の
法
理
を
確
立
し
に
く
い
理
由
の
一
は
、
救
済
命
令
の
内
容
が
当
事
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
に
由
来

し
て
い
る
。

B 

組
合
の
団
結
権

組
合
活
動
の
多
く
は
、
結
局
個
々
の
組
合
員
の
行
為
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
組
合
の
団
結
権
と
い
っ
て
も
、
観
念
的
に
は
、

組
合
員
個
人
の
団
結
権
と
重
複
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に

A
に
お
い
て
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
他
方
、
個
人
の
団
結
権
を
観
念
し
に
く
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い
部
分
も
あ
る
。
以
下
、
主
に
不
当
労
働
行
為
類
型
と
関
連
づ
け
て
、
組
合
の
団
結
権
の
諸
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
組
合
員
個
人
の
団
結
権
と
重
複
す
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

A
に
お
い
て
展
開
し
た
よ
う
に
、
個
人
の
団
結
権
と
し
て
、
個
々

の
組
合
員
の
組
合
活
動
へ
の
参
加
権
、
争
議
行
為
へ
の
参
加
権
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
抽
象
的
に
「
組
合
員
た
る
こ
と
」
自
体
も

保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
保
護
は
、
個
人
の
団
結
権
と
と
も
に
組
合
の
団
結
権
の
擁
護
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
同
一
の
行
為
が
、
個

人
の
団
結
権
た
る
側
面
と
、
組
合
の
団
結
権
た
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
た
組
合
の
団
結
権
を
侵
害
す
る
使
用
者
の
行
為
態
様
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
特
定

の
組
合
活
動
や
、
よ
り
抽
象
的
な
「
組
合
員
た
る
こ
と
」
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
号
に
違
反
す
る
と
と
も

に
、
三
号
の
支
配
介
入
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
組
合
運
営
に
対
す
る
支
配
介
入
た
る
側
面
も
有
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
個
々
人
の
組
合

活
動
自
体
を
直
接
に
規
制
・
抑
制
す
る
行
為
で
あ
ぶ
r

通
常
は
三
号
違
反
と
の
み
、
解
さ
れ
よ
う
。
規
制
・
抑
制
行
為
自
体
が
、
不
利
益
取

A
に
お
い
て
指
摘
し
た
内
容
の

り
扱
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
救
済
命
令
と
し
て
は
、

も
の
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

組合申立の法構造同

第
二
は
、
個
人
の
団
結
権
た
る
色
彩
の
殆
ど
な
い
、
組
合
独
自
の
団
結
権
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
、
組
合
の
み
が
団

結
権
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
団
交
権
(
こ
こ
で
は
、
団
結
権
を
広
義
に
と
ら
え
て
い
る
)
と
便
宜
供
与
を
受
け
る

権
利
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
組
合
だ
け
が
権
利
主
体
に
他
な
ら
な
い
(
も
っ
と
も
、
団
交
の
最
中
の
個
人

の
行
為
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
は
一
号
違
反
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
)
。
後
者
に
つ
い
て
も
、
組
合
事
務
所
・
掲
示
板
の
貸

与
一
、
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
等
の
便
宜
供
与
を
受
け
る
権
利
主
体
は
、
あ
く
ま
で
も
組
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
団
結
権
の
個
人
的
側
面
を
考
え

る
余
地
は
無
い
。
ま
た
、
組
合
活
動
を
め
ぐ
る
組
合
間
差
別
や
上
部
団
体
加
盟
に
関
す
る
批
判
的
発
言
等
も
専
ら
組
合
に
対
す
る
支
配
介
入

と
み
な
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
組
合
の
団
結
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
組
合
の
統
一
的
意
思
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
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説

る。

論

で
は
、
こ
れ
ら
の
組
合
の
団
結
権
を
侵
害
す
る
使
用
者
の
行
為
は
七
条
の
何
号
に
該
当
し
、
知
何
な
る
救
済
が
命
じ
ら
れ
る
か
。

ま
ず
、
団
交
権
の
侵
害
は
、
二
号
違
反
と
さ
れ
る
。
普
通
は
、
団
交
応
諾
(
若
し
く
は
拒
否
の
禁
止
)
と
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
が
命
じ

ら
れ
る
。
他
方
、
便
宜
供
与
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
そ
の
一
方
的
中
止
が
問
題
に
な
り
、
中
止
す
る
相
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
三
号
違
反
と

さ
れ
る
。
救
済
と
し
て
は
、
便
宜
供
与
の
継
続
と
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
が
命
じ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
組
合
間
差
別
も
批

判
的
発
言
も
三
号
違
反
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
差
別
是
正
命
令
、
不
作
為
命
令
等
が
発
せ
ら
れ
る
。
二
号
、
三
号
違
反
に
対
す
る
何
れ
の
救

済
命
令
も
組
合
の
団
結
権
の
擁
護
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
1
)
特
定
の
個
人
に
対
し
、
組
合
脱
退
を
強
要
す
る
こ
と
は
個
人
の
団
結
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
い
や
す
い
。
し
か
し
、
労
働
者
グ
ル
ー
プ
も
し

く
は
全
組
合
員
に
対
し
て
脱
退
を
強
要
す
る
よ
う
な
発
言
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
「
組
合
」
の
団
結
権
を
侵
害
し
て
い
る
側
面
が
濃
厚
に
な
る
(
個

人
の
団
結
権
を
侵
害
し
て
い
る
側
面
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
)
。
そ
の
意
味
で
は
、
両
者
を
、
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(2) 

組
合
申
立
の
法
理

不
当
労
働
行
為
手
続
に
お
い
て
、
組
合
と
組
合
員
の
見
解
が
対
立
し
た
と
き
に
ど
う
処
理
を
す
べ
き
か
。
労
働
委
員
会
実
務
で
は
、
こ
の

種
紛
争
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
が
命
令
段
階
ま
で
に
至
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
ま
し
て
、
裁
判
上
、
正
面
か
ら
争
わ
れ
る
事
は
皆
無

と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
実
務
上
も
、
学
説
上
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
理
論
的
検
討
は
そ
れ
ほ
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
は
、

ω団
結
権
の
構
造
、
に
お
い
て
展
開
し
た
、
団
結
権
の
複
合
的
構
造
の
見
地
を
ふ
ま
え
て
、
不
当
労
働
行
為
手
続
に
お
い
て
組
合

と
組
合
員
の
利
益
を
如
何
に
調
整
す
べ
き
か
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
次
の
三
つ
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
。

A

誰
が
不
当
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組
合
申
立
が
為
さ
れ
た
場
合
に
、
組
合
と
組
合
員
の
利
害
を
ど
う
調
整
す
べ
き
か
、

労
働
行
為
の
申
立
適
格
を
有
す
る
か
、

B

再
審
査
申
立
若
し
く
は
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
か
。

C 

A 

申
立
適
格

組合申立の法構造仁)

申
立
適
格
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
論
点
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
組
合
申
立
と
個
人
申
立
の
適
否
に
つ
い
て
だ
け
取
り
あ
げ
た
い
。
ご
く
一

般
的
に
い
え
ば
、
労
働
委
員
会
実
務
は
、
不
当
労
働
行
為
の
申
立
適
格
を
か
な
り
広
汎
に
認
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
組
合
申
立
を
広
く
認

め
る
傾
向
に
あ
る
。
他
方
、
学
説
上
は
、
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
で
は
、
我
々
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。

ま
ず
、
申
立
適
格
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
の
基
本
原
則
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
団
結
権
を
行
政
委
員
会
を
通
じ
て
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
申
立
適
格
を
考
え
る

場
合
に
も
、
民
事
的
発
想
に
囚
わ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
団
結
権
が
、
前
述
の
よ
う
に
複
雑
な
複
合
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
点
か
ら

も
そ
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
独
自
の
法
理
論
が
要
請
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
複
合
的
構
造
故
に
、
申
立
て
ら
れ
た
不
当
労
働
行
為
が
、
組
合
若
し
く
は
組
合
員
の
利
益
に
関
連
す
る
限
り
、
広
汎
に
申

立
適
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
何
れ
か
一
方
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
全
く
無
い
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
効
果
的
運
営
の
た

め
に
は
、
組
合
及
び
組
合
員
双
方
の
申
立
を
認
め
る
方
向
で
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
申
立
に
つ
き
組
合
と
組
合
員
と
の
意
向
を
調
整
す
べ
き
場
合
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
こ
れ
が
、
第
三
の
基
本
原
別
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為
の
救
済
は
、
あ
く
ま
で
も
組
合
活
動
の
自
由
を

確
保
す
る
事
を
目
的
と
す
る
の
で
、
「
組
合
申
立
」
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
の
具
体
的
適
用
に
あ
た
り
次
の
諸
点

誰
ヵf
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説

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
と
し
て
、
組
合
の
運
営
や
方
針
の
統
一
性
か
ら
、
組
合
の
団
結
権
だ
け
が
問
題
に
な
る
不
当
労
働
行
為
類

型
の
場
合
に
は
、
組
合
申
立
の
み
が
許
さ
れ
る
。
個
々
人
の
勝
手
な
申
立
を
認
め
た
な
ら
ば
、
組
合
の
統
一
的
な
運
営
が
不
可
能
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
し
て
、
組
合
員
個
人
の
利
益
に
も
関
連
す
る
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
組
合
申
立
に
お
い
て
は
、
そ
の
遂
行
に
つ
き

個
人
の
利
益
を
も
擁
護
す
る
義
務
が
組
合
に
あ
る
。
実
質
的
に
、
双
方
申
立
が
な
さ
れ
た
ケ

l
ス
と
同
様
に
考
え
た
い
。
審
問
の
進
め
か
た
、

申
立
の
取
り
下
げ
、
再
審
査
の
申
立
、
取
消
訴
訟
の
提
起
、
救
済
命
令
・
利
益
の
在
り
方
等
に
お
い
て
問
題
に
な
る
。
実
務
に
お
い
て
は
、

こ
の
組
合
申
立
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
そ
の
法
理
に
つ
い
て
後
に
や
や
詳
し
く
展
開
し
て
み
た
い
。
そ
の
三
と
し
て
、
個
人
申
立
の
場
合

に
お
い
て
も
、
組
合
の
利
益
を
擁
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
実
質
的
に
、
双
方
申
立
と
同
様
に
解
し
た
い
。

で
は
、
各
不
当
労
働
行
為
類
型
に
つ
き
、
誰
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
る
か
。
以
上
の
基
本
原
則
に
基
づ
い
て
私
見
を
展
開
し
た
い
。

一
号
の
不
利
益
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
組
合
と
と
も
に
不
利
益
取
り
扱
い
を
受
け
た
個
人
も
申
立
を
な
し
う
る
。
双
方
申
立
が
許
さ
れ

論

る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

二
号
の
団
交
拒
否
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
み
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
る
。

三
号
の
支
配
介
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
類
型
に
応
じ
て
申
立
適
格
が
異
な
る
。
個
々
人
の
行
為
を
媒
介
に
す
る
組
合
活
動
(
組
合
大
会
で

の
発
言
、
ビ
ラ
貼
り
等
)
に
対
す
る
支
配
介
入
に
つ
い
て
は
、
組
合
、
個
人
、
双
方
申
立
が
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
組
合
活
動
上
の
組
合
間

差
別
や
便
宜
供
与
の
中
止
(
事
業
所
、
掲
示
板
の
貸
与
の
中
止
)
等
の
支
配
介
入
に
対
し
て
は
、
組
合
申
立
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
。
個
々
人

の
行
為
た
る
側
面
を
観
念
し
に
く
い
と
と
も
に
、
組
合
の
統
一
的
意
思
に
基
づ
く
処
理
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
号
の
労
働
委
員
会
に
お
け
る
発
言
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

一
号
の
場
合
と
同
様
に
、
組
合
、
個
人
、
双
方

の
申
立
が
可
能
で
あ
る
。
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B 

組
合
申
立
の
構
造

申
立
適
格
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
場
合
の
処
理
を
、
別
に
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
実
務
上
圧
倒
的
に
多
い
組
合
申
立
に
着
目
し
て
、
こ
の
点
を
、
つ
ま
り
「
組
合
申
立
の
法
理
論
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
を

検
討
し
て
み
た
い
。

組
合
申
立
が
、
組
合
の
団
結
権
の
擁
護
を
目
的
と
し
て
為
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
側
面
に
関
し
て
は
、
申
立
を
す
る
か

否
か
、
如
何
な
る
申
立
を
す
る
か
を
、
組
合
内
の
如
何
な
る
機
関
に
お
い
て
判
断
す
る
の
か
、

ま
た
、
組
合
員
個
人
や
少
数
派
が
、
組
合
の

名
前
に
お
い
て
申
立
を
為
し
う
る
か
等
が
問
題
に
な
る
。
さ
ら
に
、
組
合
代
表
者
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
の

検
討
は
、
理
論
的
、
実
務
的
に
緊
急
の
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
組
合
と
組
合
員
と
の
関
係
の
み
を
考
察
し
て
い

る
の
で
、
組
合
内
部
の
主
導
権
争
い
に
関
す
る
議
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

ま
た
、
二
号
や
、
三
号
事
件
の
一
部
の
よ
う
に
、
組
合
申
立
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
個
人

の
利
益
を
そ
れ
ほ
ど
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

組合申立の法構造仁)

そ
こ
で
、
論
議
す
べ
き
は
、
組
合
員
個
人
の
利
益
が
関
連
す
る
場
合
の
組
合
申
立
の
在
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
組
合
申
立
に

お
い
て
、
組
合
は
、
個
人
の
意
向
、
利
益
を
ど
う
尊
重
す
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
の
判
断
が
示

唆
的
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、

そ
れ
を
敷
街
す
る
形
で
、
私
見
を
展
開
し
た
い
。
こ
れ
が
、
救
済
利
益
論
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

ま
ず
、
こ
の
種
事
案
に
お
い
て
は
、
個
人
の
団
結
権
の
擁
護
を
も
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
た
と
え
組
合
の
み
が
申
立
人
に
な
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
「
双
方
申
立
」
が
な
さ
れ
た
と
同
様
に
考
え
た
い
。
そ
の
前
提
か
ら
、
具
体
的
な
事
件
処
理
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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説

第
一
に
、
個
人
の
意
思
が
不
明
確
な
場
合
に
お
い
て
も
(
明
確
な
場
合
は
当
然
と
し
て
て
組
合
は
、
当
然
に
組
合
員
個
人
の
雇
用
関
係
上
、

組
合
活
動
上
の
利
益
を
擁
護
す
る
救
済
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
か
ら
の
特
別
な
授
権
は
必
要
で
は
な
い
。

第
二
に
、
個
人
が
は
っ
き
り
と
(
特
定
の
)
救
済
を
受
け
る
こ
と
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
専
ら
そ
の
個
人
に
関
す
る
救
済
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
組
合
の
救
済
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。
具
体
的
に
は
、
原
職
復
帰
(
そ
の
他
、
昇
格
、
昇
進
等
)
と
パ
ッ
ク
・
ペ
イ

(
そ
の
他
、
差
別
賃
金
の
支
払
等
)
の
部
分
で
あ
る
。
組
合
の
団
結
権
に
関
す
る
部
分
(
不
作
為
命
令
、
陳
謝
文
の
掲
示
・
交
付
)
に
つ
い

て
は
、
個
人
の
意
向
に
拘
わ
り
な
く
、
組
合
独
自
の
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
不
当
労
働
行
為
に
関
し
て
も
、
「
組
合
申

立
」
を
な
す
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
個
人
の
意
向
と
の
関
連
に
お
い
て
、
特
定
の
救
済
が
許
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

論

う
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
三
に
、
申
立
後
に
、
組
合
と
使
用
者
間
で
和
解
が
な
さ
れ
、
申
立
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
同
意
し
な
い
個
人
は
、
「
個

人
申
立
」
の
部
分
が
残
っ
た
と
し
て
申
立
の
承
継
を
主
張
し
う
る
。
双
方
申
立
が
為
さ
れ
て
い
た
と
同
様
に
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
承
継
」
構
成
に
対
し
、
申
立
人
の
「
追
加
」
(
規
則
三
二
条
の
二
)
や
新
規
申
立
に
よ
る
処
理
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
者
に
つ
い

て
は
、
多
く
の
場
合
組
合
の
協
力
が
必
要
な
こ
と
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
除
斥
期
間
(
労
働
組
合
法
二
七
条
二
項
)
上
の
制
約
や
既

成
の
審
問
記
録
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
、
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

(
1
)
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
放
棄
」
が
為
さ
れ
た
と
認
定
す
べ
き
か
は
、
実
務
上
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。
単
に
、
組
合
脱
退
等
の
外
形
的
行

為
の
み
か
ら
、
そ
の
意
思
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
組
合
の
パ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
な
し
に
、
個
人
だ
け
の
カ
で
、
適
正
な
証
言
を
得
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
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C 

救
済
命
令
の
審
査

初
審
命
令
に
お
い
て
、
申
立
が
却
下
若
し
く
は
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
、
申
立
人
は
、
中
労
委
に
再
審
査
の
申
立
を
す
る
か
、
直
接
、
初
審

命
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
使
用
者
の
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
関
し
て
は
、
申
立
人
の

が
問
題
に
な
る
。
他
方
、
使
用
者
側
か
ら
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
、
緊
急
命
令
の
申
立
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、

救
済
命
令
の
適
否
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
、
誰
が
命
令
の
審
査
を
請
求
し
う
る
か
、
ま
た
、
そ
の
点

に
つ
き
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
処
理
が
為
さ
れ
る
べ
き
か
。

A
B
で
の
論
議
を
ふ
ま
え
て
、
私
見
を
展

(
補
助
)
参
加
の
可
否

同
日
/
ご

3

0

日

w
v
L
+
J
L

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
基
本
原
則
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
申
立
人
と
な
っ
た
者
が
審
査
請
求
を
な
し
得
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
申
立
後
の
処
理
に
つ
き
、
双
方
申
立
が
な

組合申立の法構造(斗

さ
れ
た
と
同
様
に
と
ら
え
る
立
場
か
ら
、
申
立
適
格
を
有
す
る
者
は
、
た
と
え
申
立
人
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
審
査
請
求
を
な

し
得
る
。
事
件
処
理
に
つ
き
、
具
体
的
な
利
害
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
務
的
に
も
既
に
確
立
し
た
見
解
で
あ
る
。

第
二
に
、
で
は
、
審
査
を
請
求
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
当
事
者
(
組
合
と
組
合
員
)
の
意
向
が
対
立
し
た
ら
ど
う
す
る
の
か
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
も
、
各
当
事
者
は
申
立
適
格
を
有
す
る
限
り
、
独
自
の
立
場
に
お
い
て
審
査
請
求
を
為
し
う
る
。
た
だ
、
具
体
的
に
請
求
し
う
る

救
済
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
制
限
を
受
け
る
。
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
救
済
利
益
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

ωに
お
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

以
上
の
基
本
的
立
場
を
前
提
に
、
命
令
に
対
す
る
審
査
を
請
求
し
う
る
者
に
つ
き
、
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
の
一
と
し
て
、
再
審
査
の
申
立
適
格
に
つ
い
て
は
、
初
審
の
申
立
適
格
が
あ
る
か
ぎ
り
、
双
方
に
認
め
ら
れ
る
。
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説

そ
の
こ
と
し
て
、
却
下
、
棄
却
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
の
提
起
も
、
初
審
の
申
立
適
格
が
あ
る
か
ぎ
り
双
方
に
認
め
ら
れ
る
。
行
訴
法

九
条
「
取
消
を
求
め
る
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
の
解
釈
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
ま
た
、
使
用
者
の
提
起
し
た
取
消

訴
訟
に
対
す
る
(
補
助
)
参
加
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

論

(3) 

救
済
命
令
の
法
理

不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
は
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
利
益
が
対
立
し
た
場
合
に
は
、
ど
う
調
整
を

す
べ
き
か
。
裁
判
上
、
こ
の
問
題
は
、
主
に
、
救
済
命
令
や
救
済
利
益
の
在
り
方
に
関
連
づ
け
て
論
議
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
も
第
二
鳩
タ

ク
シ
ー
事
件
及
び
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
批
判
は
、
既
に
三

そ
の
批
判
を
ふ
ま
え
て
私
見
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
山
団
結
権
の
構

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ

章
に
お
い
て
展
開
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、

(A)
。
次
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、

造
、
で
の
議
論
に
基
づ
き
救
済
利
益
論
を
検
討
す
る

き
か
と
関
連
づ
け
て
、
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い

(B)
。

A 

救
済
利
益

不
当
労
働
行
為
が
為
さ
れ
た
後
に
、
種
々
の
事
情
の
変
更
に
よ
っ
て
、
特
定
の
救
済
を
な
す
必
要
が
無
く
な
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
通

常
は
、
救
済
利
益
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
変
更
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
救

済
内
容
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
と
の
意
向
が
対
立
し
た
(
す
る
可
能
性
の
あ
る
)
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
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不
当
労
働
行
為
が
為
さ
れ
た
後
に
、
個
人
が
特
定
の
救
済
を
受
け
な
い
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
ケ

l
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
が
あ
る
の
で
、
最
初
に
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
概
略
、
以
下
の

よ
う
に
法
理
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
不
当
な
賃
金
カ
ッ
ト
は
、
組
合
員
の
雇
用
関
係
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
組
合
活
動
一
般
を
も
抑
制
す
る
。

従
っ
て
、
組
合
に
は
、
そ
の
救
済
を
求
め
る
固
有
の
利
益
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
不
利
益
を
受
け
た
組
合
員
の
組
合
員
資
格
喪
失
に
よ
り
消
滅

し
な
い
。
つ
ま
り
、
誓
約
書
の
交
付
、
掲
示
と
い
う
救
済
に
つ
い
て
は
、
組
合
独
自
の
救
済
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。

第
二
に
、
雇
一
用
関
係
上
の
利
益
回
復
と
い
う
救
済
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
人
の
意
向
が
重
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
部
分
に
つ

き
利
益
を
放
棄
す
る
個
人
の
意
思
が
明
確
な
場
合
に
は
、
組
合
の
救
済
利
益
も
失
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
救
済
利
益
は
存
続
す

ヲ。。

組合申立の法構造に)

本
稿
は
、
基
本
的
に
こ
の
最
高
裁
判
決
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
敷
桁
す
る
形
で
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
団
結
権
の
構
造
に
お
い
て
展
開
し
た
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
救
済
命
令
が
誰
の
如
何
な
る
救
済
利
益
の
実
現
を
図
っ
て
い
る
か
を
概
観

し
て
お
こ
う
。
不
当
労
働
行
為
の
各
類
型
に
関
連
づ
げ
て
、
そ
れ
を
一
覧
表
に
作
成
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
第
一
の
原
則
と
し
て
、
組
合
申
立
に
よ
っ
て
、
各
不
当
労
働
行
為
類
型
の
全
て
の
救
済
を
求
め
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
合
申
立

に
よ
っ
て
、
個
々
の
組
合
員
に
対
す
る
救
済
を
求
め
得
る
こ
と
に
は
全
く
問
題
が
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
個
々
の
組
合
員
の
委
任
等

を
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
訳
で
あ
る
。

他
方
、
第
二
の
原
則
と
し
て
、
個
人
が
、
「
明
確
に
L

特
定
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
組

合
の
救
済
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
救
済
内
容
が
基
本
的
に
、
個
人
の
利
益
(
雇
用
関
係
上
若
し
く
は
個
人
の
団
結
権
上
)
の
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説

擁
護
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
、
当
人
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

北法39(1・108)108

と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
則
の
適
用
の
際
に
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。
そ
の
一
と
し
て
、
放
棄
の
意
思
は
明
確
に
表
示
さ
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
単
に
、
組
合
員
資
格
を
失
っ
た
こ
と
か
ら
、
放
棄
の
意
思
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
定
の
救
済
を
受
け
る
意
思
が

無
い
旨
、
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
し
て
、
た
と
え
明
確
に
放
棄
の
意
思
が
表
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
組
合
独
自
の
団
結
権
を
擁

護
す
る
部
分
の
救
済
利
益
は
存
続
す
る
。

以
上
の
第
て
第
二
の
原
則
の
考
え
は
、
ほ
ぽ
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
見
で
は
、

こ
れ
に
第
三
の
原
則
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
委
員
会
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
第
一
、
第
二
の
原
則
を
修
正
し
う
る
。

放
棄
の
意
思
が
明
確
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
組
合
の
救
済
利
益
を
認
め
な
い
こ
と
(
例
え
ば
、
組
合
脱
退
者
や
管
理
職
昇
進
に
伴
う
組

合
員
資
格
の
喪
失
者
の
場
合
)
、
ま
た
、
逆
に
、
個
人
の
放
棄
の
意
思
が
明
確
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
組
合
に
そ
の
部
分
の
救
済
利
益
を
認

め
る
こ
と
(
例
え
ば
、
使
用
者
と
個
人
が
勝
手
に
和
解
し
た
場
合
等
、
原
職
復
帰
は
無
理
で
も
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
余

地
が
あ
る
)
が
で
き
る
。
実
際
の
事
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
関

す
る
労
働
委
員
会
の
裁
量
を
重
視
す
る
わ
け
で
あ
る
。
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
は
、
極
め
て
明
確
な
論
理
を
展
開
し
て
い
る
が
(
よ

り
正
確
に
い
え
ば
、
し
て
い
る
故
に
)
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
と
い
う
視
点
に
欠
け
て
い
る
。
救
済
利
益
の
有
無
の

判
断
は
、
当
該
紛
争
の
一
連
の
経
過
を
一
番
熟
知
し
て
い
る
、
労
働
委
員
会
に
委
ね
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
個
別
事
件
に
お

い
て
、
労
働
委
員
会
が
以
上
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
と
し
て
も
、
当
該
命
令
は
「
違
法
」
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

組合申立の法構造口

(1)
こ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
本
多
淳
亮
「
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
評
釈
L

民
商
法
雑
誌
九
六
|
二
(
一
九
八
七
年
)
二
四
二

貰
が
あ
る
。
な
お
、
救
済
利
益
に
関
す
る
最
近
の
論
文
と
し
て
、
山
川
隆
一
「
不
当
労
働
行
為
事
件
に
お
け
る
『
救
済
利
益
』
」
武
蔵
大
学
論
集
三

五
|
二
・
三
こ
九
八
八
年
)
、
直
井
春
夫
「
救
済
利
益
に
つ
い
て
の
一
考
察
L

中
央
労
働
時
報
七
七
七
二
九
八
八
年
)
が
あ
る
。

北法39(1・109)109 



説

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
法
理

B 

論

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
法
理
論
は
、
今
ま
で
、
専
ら
「
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
」
の
問
題
と
し
て
、
裁
判
上
も
学
説

上
も
争
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
自
体
を
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
知
何
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
論
議
が
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
一
連
の
論
争
が
や
や
不
毛
で
あ
っ
た
と
の
感
じ

は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
既
成
の
論
議
(
方
法
)

の
不
十
分
さ
を
、

は
し
な
く
も
露
呈
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
が
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
知
何
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
か
、

と
い
う
最
も
基
本
的
な
問
題
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
の
問
題
は
、

そ
の
点
を
ふ
ま
え

て
初
め
て
解
明
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
、
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
予
め
着
目
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
の
位
置
づ
け
と
、

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
「
額
」
の
決
定
基
準
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
両
者
に
関
連

性
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
欲
し
い
の
は
、
位
置
づ
け
自
体
か
ら
、
各
個
別
ケ

l
ス
に
お
け
る
パ
ッ
ク
・
ぺ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
の
位
置
づ
け
と
い
う
「
総
論
」
と
パ
ツ

イ
の
額
を
一
義
的
に
決
定
す
る
基
準
が
出
て
く
る
か
、

ク
・
ペ
イ
額
の
決
定
と
い
う
「
各
論
」
と
を
、

一
応
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
に
接
近
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
相
違
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る

一
般
的
に
救
済
命
令
の
内
容
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
い
わ
れ
る
が
、
パ
ッ
ク
・

ペ
イ
の
額
を
決
定
す
る
際
の
労
働
委
員
会
の
裁
量
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
は
、
結
局
得

第
二
に
、

べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
に
他
な
ら
な
い
の
で
、

そ
の
寸
額
」
を
決
定
す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
裁
量
の
根
拠
、
幅
等
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
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も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
単
に
、
抽
象
的
に
「
労
働
委
員
会
の
広
汎
な
裁
量
」
と
い
う
だ
け
で
は

す
ま
な
い
問
題
と
い
え
よ
う
。

組合申立の法構造仁)

以
上
を
前
提
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
の
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
は
、
不
当
労
働

行
為
た
る
解
雇
の
結
果
、
喪
失
し
た
賃
金
相
当
額
の
支
払
い
を
使
用
者
に
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
不
利
益
取
り
扱
い
に
対
し
、
十
分
な
原
状

回
復
措
置
を
と
る
こ
と
が
直
接
の
目
的
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、
ま
さ
に
雇
用
関
係
上
の
利
益
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

で
は
、
原
状
回
復
措
置
と
不
当
労
働
行
為
制
度
と
の
関
係
如
何
。
当
該
措
置
が
、
直
接
組
合
活
動
の
自
由
を
実
現
す
る
と
い
う
構
成
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
原
状
回
復
措
置
に
よ
っ
て
、
不
利
益
取
り
扱
い
の
効
果
が
除
去
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
組
合
員
た
る
こ
と
や
組
合
活
動
の
自

由
が
「
間
接
的
に
」
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
↓
原
状
回
復
↓
組
合
活
動
の
自
由
の
擁
護
と
い
う
図
式
に
な
る

訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
の
決
定
は
、
専
ら
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
↓
原
状
回
復
の
部
分
に
関
連
づ
け
て
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
効
果
的
な
原
状
回
復
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
活
動
の
自
由
が
「
間
接
的
に
」
保
障
さ
れ
る
と
考
え
て
い
く
と
、

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
専
ら
原
状
回
復
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
決
定
に
つ
き
、
組
合
活

動
に
対
す
る
制
約
的
効
果
の
除
去
と
い
う
、
本
来
性
質
の
異
な
る
視
点
を
導
入
す
る
余
地
は
無
く
な
る
。
ま
ず
、
我
々
は
、
効
果
的
な
原
状

回
復
と
い
う
以
外
の
観
点
か
ら
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
「
額
」
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
、
確
認
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
、
パ
ッ

ク
・
「
ペ
イ
」
法
理
た
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
」
の
問
題
は
、
以
上
の
立
場
か
ら
如
何
に
解
す
べ
き
か
。

第
一
に
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
は
、
賃
金
相
当
額
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
「
中
間
収
入
の
控
除
」
を
考
え
る
場
合
に
も
、
原
則
と
し
て
、
雇
用

関
係
的
観
点
か
ら
、
そ
の
許
否
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
組
合
の
団
結
権
に
対
す
る
侵
害
の
除
去
と
い
う
要
請
は
、
中
間
収
入
(
の

控
除
)
と
は
殆
ど
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
両
者
を
、
無
理
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
第
二
鳩
最
判
の
論
理
の
破
綻
が
み
ら
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説

れ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
が
中
間
収
入
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
争
を
不
毛
に
し
た
原
因
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
で
は
、
中
間
収
入
の
控
除
の
有
無
を
、
雇
用
関
係
的
レ
ベ
ル
で
処
理
す
る
と
具
体
的
に
ど
う
な
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

民
法
五
三
六
条
二
項
但
書
の
解
釈
と
関
連
し
て
、
種
々
の
立
場
が
あ
り
う
る
。
本
来
但
書
の
適
用
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
不
控
除

措
置
が
相
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
適
用
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
(
全
駐
労
山
田
部
隊
事
件
昭
和
三
七
・
七
・
二

O
最
二
小

判
判
例
時
報
三

O
九
|
二
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
昭
和
六
三
・
四
・
二
最
一
小
判
判
例
時
報
一
二
四
四
|
二
二
ハ
)
不
控
除
措

置
は
許
さ
れ
ず
、
原
則
と
し
て
控
除
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

論

さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
な
雇
用
関
係
的
観
点
(
被
解
雇

者
と
使
用
者
間
レ
ベ
ル
で
の
利
益
の
調
整
)
か
ら
の
諸
事
情
を
も
考
慮
す
る
余
地
は
あ
る
。
労
働
委
員
会
が
、
控
除
の
有
無
・
程
度
を
判
断

す
る
際
に
、
そ
れ
ら
を
考
慮
す
る
事
は
当
然
に
裁
量
の
範
囲
内
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
は
、
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
休
業
の
場
合
に
、
平
均
賃
金
の
六
割
以
上
の
休
業
手
当
を
支
払
う
べ
し
と
い
う
労
基
法
二
六
条
の

趣
旨
で
あ
る
。
民
事
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
た
と
え
中
間
収
入
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
控
除
の
限
度
は
平
均
賃
金
の
四
割
ま
で
と
解
さ
れ

て
い
る
(
前
掲
・
全
駐
労
山
田
部
隊
最
判
)
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
解
雇
期
間
中
に
、
新
た
な
職
を
捜
す
た
め
に
用
し
た
諸
費
用
で
あ
る
。
交
通
費
や
移
転
費
等
が
含
ま
れ
る
。
中
間
収
入
自
体

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
の
よ
う
に
、
控
除
す
べ
し
と
の
立
場
に
た
っ
た
と
し
て
も
、

か
ら
控
除
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
解
雇
期
間
が
長
期
化
す
る
と
、
た
と
え
か
な
り
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
新
た
な
職

に
就
い
た
と
し
て
も
、
中
間
収
入
が
多
額
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
控
除
後
の
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
が
少
な
く
な
る
の
で
、

使
用
者
が
意
図
的
に
再
雇
用
措
置
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
法
上
は
、
三
月
毎
に
、
(
純
)
パ
ッ
ク
・
ペ
イ

額
を
計
算
す
る
君
。
。

Z
2
F
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
解
雇
期
間
の
長
期
化
に
伴
う
不
当
な
利
益
を
使
用
者
に
認
め
な
い
為
で
あ
る
。
労

そ
の
三
は
、
計
算
期
間
の
分
割
で
あ
る
。
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働
委
員
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
程
度
の
き
め
細
か
さ
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
迅
速
な
原
職
復
帰
の
た
め
に
は
、
当
該
取
り
扱

い
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
も
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
(
民
事
)
事
件
判
決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
判
断
を
示
し
て
お

り
、
労
働
委
員
会
の
事
件
処
理
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。
「
賃
金
か
ら
控
除
し
得
る
中
間
収
入
は
、
そ
の
利
益
の
発
生
し
た
期
聞
が
右
賃

金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
期
間
と
時
期
的
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
あ
る
期
間
を
対
象
と
し
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
か
ら
そ
れ

と
は
時
期
的
に
異
な
る
期
間
内
に
得
た
利
益
を
控
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

以
上
の
他
に
、
そ
の
四
と
し
て
、
被
解
雇
者
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
的
な
も
の
も
考
膚
に
価
す
る
。
つ
ま
り
、
不
当
な
解
雇
を
為
さ
れ

た
こ
と
を
理
由
と
す
る
慰
謝
料
や
個
人
の
団
結
権
を
侵
害
さ
れ
た
事
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
(
近
時
、
後
述
の
よ
う
に
団
結
権
侵
害
を
理

由
と
す
る
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
裁
判
例
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
)
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
れ
ら
を
理
由
と
す
る
、
独
立
し
た
形
で
の

金
員
支
払
命
令
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
間
収
入
の
控
除
の
有
無
・
程
度
を
判
断
す
る
際
に
、
そ
の
点
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、

労
働
委
員
会
の
裁
量
の
範
囲
内
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
中
間
収
入
を
得
る
た
め
に
要
し
た
よ
り
重
い
精
神
的
、
肉
体
的
負
担
を
考
慮
し
う
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

(
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
)
。

組合申立の法構造仁)

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
一
か
ら
三
ま
で
は
、
そ
れ
な
り
に
明
確
な
判
断
基
準
と
い
え
る
が
、
四
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
。

中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
に
つ
き
、
四
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
「
結
果
的
に
」
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
の
少
数
意

見
と
ほ
ぽ
同
様
の
結
論
に
な
る
。
結
局
労
働
委
員
会
の
裁
量
の
問
題
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ぶ
r

さ
て
、
で
は
組
合
の
団
結
権
侵
害
の
側
面
は
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
命
令
に
お
い
て
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
あ

く
ま
で
も
組
合
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
眼
目
が
あ
る
の
で
、
こ
の
点
の
検
討
も
不
可
避
で
あ
る
。
試
論
的
に
、
一
応
次
の

よ
う
に
考
え
て
み
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
問
題
が
多
い
の
で
、
本
格
的
な
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

第
一
に
、
組
合
の
団
結
権
侵
害
の
側
面
は
、
基
本
的
に
「
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
」
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
す
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説

べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
額
の
決
定
基
準
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
無
理
に
関
連
づ
け
ず
、
独
自
の
観
点
か
ら
、
救
済

す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

論

第
二
に
、
独
自
の
観
点
か
ら
、
組
合
の
団
結
権
侵
害
の
側
面
(
最
高
裁
の
用
語
を
使
え
ば
、
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
侵
害
の
面
)
を
考

え
る
と
、
損
害
賠
償
的
救
済
の
適
否
の
問
題
に
行
き
つ
く
。
つ
ま
り
、
労
働
委
員
会
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
組
合
活
動
の
侵
害
を
理
由
と

し
て
一
定
の
金
員
を
組
合
に
支
払
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
民
事
事
件
に
お
い
て
は
、
近
時
間
種
請
求
が
認
め
ら
れ
る
例
が
増

加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
和
解
の
際
の
「
解
決
金
」
に
そ
の
よ
う
な
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
救

済
命
令
で
、
正
面
か
ら
損
害
賠
償
的
救
済
を
認
め
る
べ
き
か
。
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
(
例
え
は
、
組
合
事
務
所
の
使
用
妨
害
に
よ
っ

て
、
他
所
で
部
屋
を
借
り
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
貸
料
を
要
し
た
場
合
等
)
、
そ
れ
を
認
め
る
べ
き
も
の
と
解
し
た
い
。
ま
さ
に
、
労
働
委
員

会
の
裁
量
の
範
囲
内
の
措
置
と
い
え
よ
う
。
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
の
多
数
意
見
の
論
理
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
再
構
成
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
君。

o
Z
2
S
方
式
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
不
当
な
退
職
の
強
要
や
懲
戒
解
雇
を
な
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
下
関
商
業

事
件
昭
和
五
五
・
七
・
一

O
最
一
小
判
労
働
判
例
三
四
五
二

O
、
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
事
件
昭
和
六
二
・
三
・
一
六
大
阪
地
判

労
働
判
例
四
九
七
|
一
一
一
一
、
葦
原
運
輸
機
工
事
件
昭
和
五
四
・
五
・
七
大
阪
地
判
労
働
経
済
判
例
速
報
一

O
一
六
|
一
一
一
等
。

(3)
個
人
の
団
結
権
の
観
点
を
導
入
す
る
見
解
と
し
て
、
本
多
淳
亮
「
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
〈
昭
和
五
六
・
三
・
コ
二
福
岡
地
判
判
例
時
報

一
O
O
二
l
一
二
一
〉
評
釈
」
判
例
評
論
二
七
四
(
一
九
八
一
年
)
一
九
二
頁
参
照
。
ま
た
、
労
組
法
七
条
一
号
違
反
を
理
由
と
す
る
慰
謝
料
を

認
め
た
例
と
し
て
、
滋
賀
相
互
銀
行
事
件
昭
和
六
一
・
二
・
二

O
大
阪
高
判
労
働
経
済
判
例
速
報
一
二
六
一
二
五
、
朝
日
火
災
海
上
保
険

事
件
昭
和
六
一
・
九
・
二
一
神
戸
地
判
労
働
判
例
四
八
二

l
二
三
等
が
あ
る
。
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(4)
菅
野
和
夫
「
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
評
釈
」
法
学
協
会
雑
誌
九
六
|
四
(
一
九
七
九
年
)
五
一
四
頁
参
照
。

(
5
)
嶋
和
タ
ク
シ
ー
事
件
昭
和
六
一
・
一
・
二
四
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
判
例
時
報
一
一
九
四
|
一
一
一
九
、
黒
川
乳
業
事
件
昭
和
六

0
・

六
-
二
三
大
阪
地
判
労
働
判
例
四
七
九
l
一
O
等
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
山
川
隆
一
「
不
当
労
働
行
為
と
不
法
行
為
」

日
本
労
働
協
会
雑
誌
三
四
一
号
こ
九
八
七
年
)
参
照
。

組合申立の法構造(コ
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V 01. XXXIX N 0.1 The Hokkaido Law Review 

A Study of Unfair Labor Practice 

Charges by Trade Unions(2). 

Tetsunari DOKO. 

1 Introduction 

2 Problems about unfair labor practice charges 

1) Who may file charges ? 

2) Withdrawal and succession of charges 

3 Problems about the review of orders 

1) Review by the Central Labor Relations Commission 

2) Review by Courts 

3) Temporary order system 

4 Problems about remedial orders 

1) Back pay and intermediate earnings 

2) Need for remedy 

5 Legal theory of the unfair labor practice system 

1) Structure of the right to organize 

2 ) Legal theory of charges by a trade union 

3) Legal theory of remedial orders 

In this article， 1 research how ]apanese Labor Relations Commissions adiust the 

conflicts between trade unions and their members when a charge is filed by a trade 

union. These conflicts occur at each procedurallevel of the case. 1 point out the 

present state of these conflicts and review the many relavant cases of the Labor 

Relations Commissions and Courts. Our Commissions seem to arrange effectively 

these types of conflicts in a practical way， but it is not always clear and questions 

exist concerning the legal reasoning employed. 

1 conclude， in a broad sense. (1) The right to organize and manage a trade 

union consists of the right of a trade union itself and the right of it's members. 

Therefore each party may file unfair labor practice charges severally or iointly， 

本Professorof Law， Faculty of Law， Hokkaido University 
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when their interests are injured. ( 2) When a trade union files charges it must 

protect it's members' interests together with it's own interests and must not ignore 

the members specific interests. 
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